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医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

目
次

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
（
抄
）

◎

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章
の
三

医
療
の
安
全
の
確
保

第
一
章
の
三

医
療
の
安
全
の
確
保

（
医
療
事
故
の
報
告
）

（
医
療
事
故
の
報
告
）

第
一
条
の
十
の
二

法
第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
十
の
二

法
第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

死
亡
又
は
死
産
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
管
理
者
が
認
め
た

死
亡
又
は
死
産
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
管
理
者
が
認
め
た

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

法
第
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の

２

法
第
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の

報
告
は
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

報
告
は
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

法
第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

３

法
第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

４

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
適
切
に

（
新
設
）

行
う
た
め
、
当
該
病
院
等
に
お
け
る
死
亡
及
び
死
産
の
確
実
な
把
握
の
た
め
の
体

制
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
へ
の
説
明
）

（
遺
族
へ
の
説
明
）
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第
一
条
の
十
の
三

法
第
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
十
の
三

法
第
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
当
該
医
療
事
故
に
係
る
死
産
し
た
胎
児
の
祖
父
母
と
す
る
。

者
は
、
当
該
医
療
事
故
に
係
る
死
産
し
た
胎
児
の
祖
父
母
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

２

法
第
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
医
療
事
故
調
査
の
手
法
）

（
医
療
事
故
調
査
の
手
法
）

第
一
条
の
十
の
四

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
条
の
十
の
四

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
医
療
事
故
調
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

り
医
療
事
故
調
査
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

医
療
事
故
調
査
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
選
択
し
、
そ
れ
ら
の
事

医
療
事
故
調
査
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
選
択
し
、
そ
れ
ら
の
事

項
に
関
し
、
当
該
医
療
事
故
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
情
報
の
収
集
及

項
に
関
し
、
当
該
医
療
事
故
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
情
報
の
収
集
及

び
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

び
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う

に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
医
療
事
故
に
係
る
医
療
従

に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
医
療
事
故
に
係
る
医
療
従

事
者
等
の
識
別
（
他
の
情
報
と
の
照
合
に
よ
る
識
別
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

事
者
等
の
識
別
（
他
の
情
報
と
の
照
合
に
よ
る
識
別
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
で
き
な
い
よ
う
に
加
工
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
。
）
が
で
き
な
い
よ
う
に
加
工
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

法
第
六
条
の
十
一
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に

３

法
第
六
条
の
十
一
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
（
当
該
医
療
事
故
に
係
る
医
療
従
事
者
等
の
識
別
が
で
き
な
い
よ
う

掲
げ
る
事
項
（
当
該
医
療
事
故
に
係
る
医
療
従
事
者
等
の
識
別
が
で
き
な
い
よ
う

に
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団
体
に
よ
る
協
議
会
の
組
織
）

第
一
条
の
十
の
五

法
第
六
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
事
故
調
査
等
支
援

（
新
設
）

団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
六
条
の
十

一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
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。
）
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
共
同
で
協
議
会
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
会
は
、
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
病
院
等
の
管
理
者
が
行
う
法
第
六

条
の
十
第
一
項
の
報
告
及
び
医
療
事
故
調
査
の
状
況
並
び
に
支
援
団
体
が
行
う
支

援
の
状
況
の
情
報
の
共
有
及
び
必
要
な
意
見
の
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

協
議
会
は
、
前
項
の
情
報
の
共
有
及
び
意
見
の
交
換
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

病
院
等
の
管
理
者
が
行
う
法
第
六
条
の
十
第
一
項
の
報
告
及
び
医
療
事
故
調

査
並
び
に
支
援
団
体
が
行
う
支
援
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
研
修
の
実
施

二

病
院
等
の
管
理
者
に
対
す
る
支
援
団
体
の
紹
介

第
一
条
の
十
一

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

第
一
条
の
十
一

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、

に
掲
げ
る
安
全
管
理
の
た
め
の
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、

第
二
号
に
つ
い
て
は
、
病
院
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療

第
二
号
に
つ
い
て
は
、
病
院
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療

所
及
び
入
所
施
設
を
有
す
る
助
産
所
に
限
る
。
）
。

所
及
び
入
所
施
設
を
有
す
る
助
産
所
に
限
る
。
）
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
体
制
の
確
保
に
当
た
つ
て
は
、
次

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
体
制
の
確
保
に
当
た
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
第
四
号
に
つ
い
て
は
、

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
第
四
号
に
つ
い
て
は
、

特
定
機
能
病
院
以
外
の
病
院
に
限
る
。
）
。

特
定
機
能
病
院
以
外
の
病
院
に
限
る
。
）
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）


